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税務署および臨時駐車場案内図

確定申告
個人市民税 ･県民税
申告は３月16日（月）までに

　

確
定
申
告
と
は
、
毎
年
１
月
１
日
～

12
月
31
日
の
１
年
間
の
所
得
と
、
そ
れ

に
対
す
る
税
金
を
正
し
く
計
算
し
、
申

告
期
限
ま
で
に
申
告
し
て
納
税
す
る
手

続
き
の
こ
と
で
す
。

　

確
定
申
告
に
は
、
税
金
を
納
め
る
場

合
と
、
戻
し
て
も
ら
う
場
合（
還
付
）が

あ
り
ま
す
。

　

ご
自
身
で
所
得
と
税
額
を
正
し
く
計

算
し
て
、
早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
が
便

利
で
す
。

問
合
せ
先

◆�
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
な

ど
の
確
定
申
告
に
関
す
る
こ
と

　

刈
谷
税
務
署

　

☎
２
１
‒
６
２
１
１

※�

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
問
合
せ
内
容
に
応

じ
た
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆�

市
民
税
・
県
民
税
申
告
に
関
す
る
こ

と

　

□市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
市
民
税
担
当
）

　

�

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
246
・
247

　
・
253
）

◆
刈
谷
税
務
署

　

確
定
申
告
会
場
の
ご
案
内

と�

き　

２
月
13
日
㈮
～
３
月
16
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※�

２
月
22
日
㈰
・
３
月
１
日
㈰
は
開
設

し
ま
す
。

※�

申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要
し
ま

す
の
で
、
午
後
４
時
ま
で
に
来
場
し

て
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ　

刈
谷
税
務
署

　

�

刈
谷
市
若
松
町
１
丁
目
46
番
地
１

（
刈
谷
合
同
庁
舎
内
）

※�

申
告
会
場
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
利

用
し
た
申
告
書
の
作
成
指
導
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

臨�

時
駐
車
場　

２
月
２
日
㈪
～
３
月
31

日
㈫
に
か
ぎ
り
利
用
可
能
。
駐
車
可

能
台
数
21
台
で
大
変
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
期
限

・�

申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
…
３
月
16
日
㈪

・�

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
…

　

３
月
31
日
㈫

・�

贈
与
税
…
３
月
16
日
㈪

◆�

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い

　

還
付
申
告
の
方
も
含
め
、
申
告
さ
れ

る
す
べ
て
の
方
に
つ
い
て「
復
興
特
別

所
得
税
額
」欄
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
は
、
平
成
25
年
分

～
平
成
49
年
分
の
各
年
分
の
基
準
所
得

税
額
に
2.1
％
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し

ま
す
。

◆�

ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
で
所
得
税
・
復
興
特
別

所
得
税
・
消
費
税
・
地
方
消
費
税
・

贈
与
税
の
申
告

　

ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
は
、
電
子
証

明
書
の
取
得（
手
数
料
が
必
要
）、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
購
入
な
ど
事
前
準

備
が
必
要
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
に
格
納
さ
れ
た
電
子
証

明
書
は
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の

導
入
に
と
も
な
い
、
平
成
28
年
１
月
以

降
に
申
請
・
交
付
が
開
始
さ
れ
る「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」に
格
納
さ
れ
ま
す
。

　
http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

◆�

東
日
本
大
震
災
の
被
害
を
受
け
て
避

難
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
の
管
轄

外
へ
避
難
さ
れ
て
い
る
方
の
国
税
に
関

す
る
相
談
は
最
寄
り
の
税
務
署
で
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
は
、
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず


